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第１編

業務運営評価のための報告



- 2 -

Ⅰ はじめに
この報告書は、国土交通省所管独立行政法人の業務実績評価に関する基本方針（平成

１４年２月１日、国土交通省独立行政法人評価委員会決定・平成１８年３月９日国土交通

省独立行政法人評価委員会改定）に基づき、独立行政法人航空大学校の中期目標期間に係

る業務運営評価のために提出する。

なお、上記基本方針を踏まえ、中期目標期間における項目の目標が具体的な数値（目標

値）により設定されている場合とそれ以外の場合について、概ね次の形式で報告する。

《目標値が設定されている場合》

中期目標 大項目ー中項目ー小項目「タイトル」

中期計画 大項目ー中項目ー小項目「タイトル」

① 実績値及び取組み

② 実績値が目標値に達しない場合、その理由及び次期中期目標期間における見通し

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

《上記以外の場合》

中期目標 大項目ー中項目ー小項目「タイトル」

中期計画 大項目ー中項目ー小項目「タイトル」

① 中期目標期間における取組み及び次期中期目標期間における見通し

② その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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Ⅱ 業務運営に関する報告

１．中期目標の期間

平成１３年４月１日から平成１８年３月３１日までの５年間

２．業務運営の効率化に関する事項

（中期目標）

２．業務運営の効率化に関する事項

業務運営の効率化に資するため、教育の質の低下を招くことなく、以下の事項を達

成すること。

（１）組織運営の効率化

乗員養成に係る社会的ニーズに迅速かつ柔軟に対応するとともに、責任体制を明

確化するために必要な体制を整備すること。

（中期計画）

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（１）組織運営の効率化

教官制度を体系的なものとし、大学校における教官の組織全般における管理・監

督体制の強化を図る。

① 中期目標期間における取組み及び次期中期目標期間における見通し

・ 管理・監督体制の強化を図るため、教授組織の中に技量レベルの高い管理職として首

席・次席教官を配置し、定期的に他の教官の操縦訓練に同乗してオブザーブを行うこと

や各教官の定期技能審査を行うことにより、操縦教育の標準化を進めた。

１３年４月 宮崎本校に学科首席教官、三校に実科首席教官、宮崎本校及び仙

台分校に実科次席教官を配置

１４年４月 帯広分校に実科次席教官を配置

・ 首席・次席教官を中心に第１期中期の教育制度を見直し、第２期中期に向けた改善案を

作成した。
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（中期目標）

２．業務運営の効率化に関する事項

（２）人材の活用

乗員養成業務に必要な役職員数を確保するとともに、養成業務の活性化、

効率化を推進するため、国土交通省との交流人事、若手職員の活用等の措

置により組織の活性化を図ること。

（中期計画）

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（２）人材の活用

① 管理部門職員については、２年から３年を目途に国土交通省との人事交流を

進め、若い人材を登用し、組織の活性化を図る。

② 実科教官の組織の一層の活性化を図るため、国土交通省との人事交流を推進

する。

③ 学科教官については、他大学、独立行政法人の研究所間との人事交流が可能

となるよう努める。

① 実績値及び取組み

・管理部門職員について、その３割弱にあたる８８名について平均３年程度の在

職期間で国土交通省との人事交流を行うとともに、若い人材を登用し、組織の

活性化を図った。

・実科教官１４名について国土交通省との人事交流を行い、組織の活性化を図っ

た。

・学科教官の人事交流については、一般大学や国土交通省を対象に交流の可能性

のある分野の検討を進め、一般大学等に３名の教官を送り出し、一般大学と国

土交通省からそれぞれ１名計２名の教官を受け入れた。

そのほか、地元大学との人事交流として、非常勤講師の派遣・受け入れを行っ

た。

年度 13 14 15 16 17 計

管理部門職員数

（人）
62 62 61 62 62 309

国交省人事交流

（人）
13 15 24 15 21 88
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③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

※航空大学校の役職員数１２５名 （１７年度）

（内 訳）

役員３名（理事長、監事２）、教頭、分校長２

管理部門職員６２名（企画調整官、事務局長、総務課、会計課、教務課、整備

課、運用課）

実科教官４４名、学科教官１３名

（中期目標）

２．業務運営の効率化に関する事項

（３）業務運営の効率化

養成期間の短縮、訓練機材の効率的運用を図る等の措置により業務運営の

効率化を図ること。

① 教育・訓練業務の効率化

教育体系を精査することにより、学生の養成期間を現行の２年４月から２

年に短縮すること。

（中期計画）

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（３）業務運営の効率化

① 教育・訓練業務の効率化

イ 学科教育においては、宮崎学科課程の教育時間を現行の１，１５５時間

から７３５時間（△４２０時間）に、単発事業用課程は現行の５１０時

間から３８０時間（△１３０時間）に、多発・計器課程は現行の３００

時間から２０５時間（△９５時間）にそれぞれ短縮することにより、宮

崎学科課程の養成期間を現行の８ヶ月から６ヶ月に短縮する。

ロ 実科教育においては、地上演習装置の一層の活用により実機による操縦

演習を単発事業用課程では現行の１６０時間から１５５時間（△５時

間）に短縮する。また、多発・計器課程においては現行の７５時間から

６５時間（△１０時間）に短縮することにより、多発・計器課程の養成

期間を現行の８ヶ月から６ヶ月に短縮する。
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① 実績値及び取組み

教育業務の効率化を促進する為、中期計画に基づき、１３年度から学生の養成期間

を２年４ヶ月から２年に短縮した。

宮崎学科課程 8ヶ月 → 6ヶ月

多発・計器課程 8ヶ月 → 6ヶ月

教育時間については以下の通り変更して実施した。

イ 学科教育

宮崎学科課程 1155時間 → 735時間

単発事業用課程 510時間 → 380時間

多発・計器課程 300時間 → 205時間

ロ 実科教育

単発事業用課程 160時間 → 155時間

多発・計器課程 75時間 → 65時間

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

第１期中期における教育実績について検証した結果、学科課程及び単発事業用課程につい

て大きな変化は見受けられないが、多発・計器課程については初回審査合格率が低下する等

学生負担が増加していることが判明した。この結果を踏まえるとともに、学生の技量水準の

更なる向上等を図るため、第２期中期において学科教育科目及び教育時間の再編、実技教育

の充実及び追加教育の拡充等を行うこととする。

・学科教育の再編： １，３２０時間 → 約１，０４０時間

・実技教育の充実： ２２０時間 → ２２５時間

・追加教育時間の拡充： 単発事業用課程及び多発・計器課程とも１０時間を上限

→ 両課程とも正規教育時間の２０％を上限

第１期 宮崎６ヶ月 帯広６ヶ月 宮崎６ヶ月 仙台６ヶ月

学科課程 単発事業用課程 多発・計器課程

第２期 宮崎４ヶ月 帯広６ヶ月 宮崎６ヶ月 仙台８ヶ月

学科課程 単発事業用課程 多発・計器課程
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（中期目標）

２．業務運営の効率化に関する事項

（３）－ ② 訓練機材の利用率の向上

上記の教育・訓練業務の効率化にあいまって、訓練機材数を抑制するため、

訓練機の利用率の向上を図ることとし、１機当たりの年間飛行時間を７％（約

４６時間）向上させること。

（中期計画）

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（３）－② 訓練機材の利用率の向上

イ．オーバーホール相当の重整備（Ｐ整備）の点検項目の見直し及び削減等に

より、１機当たりの作業日数を段階的に１０日削減する。平成１３年度以

降、Ａ３６型機、Ｃ９０型機のＰ整備は年間平均１４機程度と見込まれる

ため作業日数を年間１４０日削減することにより、最終的には１機当たり

の年間飛行時間を２４時間増加させることに努める。

ロ．定時整備（Ｂ整備及びＣ整備）について、宮崎、帯広のＡ３６型機２機、

仙台のＣ９０型機１機の整備作業を毎月の休業日のうちの 1日から順次
２日まで増やして実施することにより、宮崎及び帯広では年間それぞれ

４８日、仙台では２４日の平日の整備作業日数を削減し、最終的には１

機当たりの年間飛行時間を２２時間増加させることに努める。
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① 実績値及び取組み

安全性を阻害することなく整備作業の日数削減及び休日実施を段階的に進めるこ

とにより、最終的に訓練機１機当たりの年間飛行時間を約１０％（６４．６時間）

向上させた。

イ 機体オーバーホール作業の点検項目の見直し及び自主改善努力として１５

年度より実施した整備時間管理方式の導入により機体オーバーホール作業

日数を大幅に削減し、１機当たりの年間飛行時間を増加させた。

ロ 定時整備の休業日実施及び自主改善努力として１５年度より実施した整備

時間管理方式の導入により定時整備作業日数を大幅に削減し、１機当たりの年間

飛行時間を増加させた。

年間飛行時間の増加

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 中期目標

イ １１．０ １９．０ ２５．５ ３９．４ ３２．６ ２４時間

ロ １０．０ ７．２ ２３．５ ３０．２ ３２．０ ２２時間

計 ２１．０ ２６．２ ４９．０ ６９．６ ６４．６ ４６時間

３％ ４％ ８％ １１％ １０％ ７％

③その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

・１５年より実施した整備時間管理方式（概要）

この整備時間管理方式は実際に飛行した時間（フライトタイム）だけを積算する

ことから、定時整備及び機体オ－バ－ホ－ルの実施間隔を広げる効果（従来と比

較し、Ａ３６型機で約１１６％、Ｃ９０型機で約１２０％）があり、年間あたり

の整備回数の削減により、航空機の飛行可能時間を増加させることができる。

ブロックタイム ・ブロックタイム＝航空機が駐機場を出発してから

フライトタイム 到着するまでの飛行時間

・フライトタイム＝航空機が滑走路を離陸してから

離陸 着陸 着陸するまでの飛行時間

地上滑走 地上滑走
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（中期目標）

２．業務運営の効率化に関する事項

（３）－③ 訓練機への情報提供業務の効率化

運航情報の電子化を進め、訓練機への情報提供業務の効率化を図ること。

（中期計画）

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（３）－③ 訓練機への情報提供業務の効率化

訓練内容に即応できる情報提供を行うため、各種運航情報を可能な限り電子

化し、高度な検索と出力による訓練機への情報提供の迅速化と情報管理の簡素

化に努める。

① 中期目標期間における取組み及び次期中期目標期間における見通し

・ 訓練機からの要求に即応できるように各種の運航情報を電子化し、情報提供の迅

速化と情報管理の簡素化を図るとともに、電子化した運航情報の内容に変更がある

たびに更新を行った。

・ 情報提供業務の効率化の一環として、サテライト端末を導入し、訓練空域の使用

状況及び航空情報等の運航情報を利用できるようにした。

② その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

電子化を行った運航情報の種類：

訓練区域図

空港別詳細図

空港周辺図

空港使用時の調整事項

運航情報サーキュラー

航法訓練経路上の地形及び目標地点図
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（中期目標）

２－（３）業務運営の効率化

④ 一般管理費の抑制

一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費を除く。）

について、本中期目標の期間中における当該経費総額（初年度の当該経費

相当分に５を乗じた額。）を２％程度抑制すること。

（中期計画）

１－（３）

④ 一般管理費の抑制

業務運営全般を通じ経費の節約を進めるものとし、一般管理費（人件費、

公租公課等の所要額計上を必要とする経費を除く。）について、中期計画期

間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当分に５を乗じた額。）

を２％程度抑制する。

① 実績値及び取組み

職員及び学生に対し、節電・節水等の意識啓蒙を図る等業務の効率化に努めた結

果、一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費を除く。）に

ついて、第１期中期期間中に見込まれる当該経費総額９３０百万円に対する執行額

は８５９百万円で、執行率は９２．４％であることから７．６％抑制できた。

第１期中期期間 当該経費総額 ９３０百万円（１８６百万円×５）

第１期中期期間 執行額総額 ８５９百万円

抑制率

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 ７.６％

執行額182百万円 執行額180百万円 執行額174百万円 執行額166百万円 執行額157百万円

※初年度当該経費相当・・・１８６百万円
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③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

＜一般管理費の抑制に係る具体的取組み状況＞

１ 電 気 料

職員及び学生に対し、各種節電対策（昼間の廊下一部消灯、昼休み時の室内消灯及び

トイレ利用時以外の消灯など）を周知徹底することにより電気料を節約した。

２ 水 道 料

職員及び学生に対し、節水対策（食器の溜め洗いや栓の開閉の励行）を周知徹底する

ことにより水道料を節約した。

３ 燃 料 費（冷暖房用重油）

冷暖房の設定温度を調整するとともに、天候により稼動時間を細かく調整した結果、

燃料（重油）の使用料を節約した。

４ 電 話 料

安価な料金プランへの見直し、メールの活用などによる電話の使用頻度及び通話時間

を短縮したことにより電話料を節約した。

５ 通信専用料

気象情報の提供においては、従来より宮崎本校、仙台分校及び帯広分校の各校におい

て２回線を使用して情報提供を受けていたが、気象情報提供装置の改良を図った結果、

１回線での使用が可能となった。

また、東京航空交通管制部からの航空情報入手の際、各内容全て入手していたもの

を、例えば、ある空港の全体情報のうち「新規情報」と「更新された情報」の一部のみ

選択して入手するなど情報の入手方法の見直しを行ったことにより通信料を節約した。

６ ガソリン代

効率的な公用車の使用を徹底したことによりガソリン代を節約した。

上記取り組み以外に電気料及び水道料については、学生寮に子メーターを設置し、学生

負担とした。

＜節約実施における業務の質・量及び学生の学習・生活環境への実質的低下＞

節約を行う過程において、業務の質・量及び学生の学習・生活環境の実質的低下は生じ

ていない。
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３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中期目標）

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（１）教育の質の向上

大学校がより質の高い操縦者を継続して養成することが航空交通の安定的な供給に

資することに鑑み、以下の項目を行うことにより教育の質の向上を図ること。

① 教育の質の向上及び標準化を図るための体制・制度を構築し、より質の高い養成を行

うこと。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項を達成するためと

るべき措置

（１） 教育の質の向上

① 操縦教官の教育技法・指導要領の標準化及び向上を図るため、教官の技量審査を毎年

１回実施するとともに、教育内容の向上を図るため、在校生、卒業生及び航空会社の

訓練所教官から意見を毎年１回以上聴取し、学科、実科教育に反映させる。又、教育

技法・指導要領の研究のための教育オブザーブ飛行を教育経験等によって弾力的に運

用することにより、職務飛行訓練の有効活用を図る。

① 実績値及び取組み

・ 操縦教官の定期技能審査

操縦教官（延べ１６４名）に対して毎年１回の定期技能審査を実施した。また、任用

訓練を終了した教官（延べ４６名）に対し、任用審査を実施した。

１３年度 定期審査３１名 任用審査１０名

１４年度 定期審査３３名 任用審査 ９名

１５年度 定期審査３２名 任用審査１４名

１６年度 定期審査３３名 任用審査 ８名

１７年度 定期審査３５名 任用審査 ５名

・ 意見聴取

在校生、卒業生及び航空会社の教官から毎年１回以上意見聴取を行い、学科、実科教

育に反映させた。

・ 教育オブザーブ飛行

教育経験の浅い教官に教育オブザーブを重点的に実施させ、教育技法・指導要領の技

法を高めるとともに標準化を推進した。
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・ 学科教育シラバスの検討

第１期中期計画の実績をもとに第２期中期計画における学科シラバスの再編案を策定

するとともに、テキスト検討委員会において標準的なテキストの検討を進め、主要科目

について素案を作成した。

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

操縦教官に対する定期技能審査の拡充

・これまでの定期技能審査の対象は実機を担当する操縦教官であり、実機を担当しないＦＴ

Ｄ教官は対象外としていたが、学生に教授する訓練内容の高品質化の観点から、ＦＴＤ教

官に対しても任用審査・定期技能審査を義務とする要領を策定し１７年度から実施した。

在校生、卒業生及び航空会社の教官からの意見聴取を踏まえた具体的取り組み

・能力別班編制

１５年度に能力別班編制を試行した。

・コーチング講習

１７年度に「コーチング講習」を３校の実科教官全員が受講した。受講後のアンケートで

は、教育に有益との評価が多数であったため、１８年度以降も継続して実施することとし

た。

・教育内容の標準化

学生代表と首席教官が定期的にミーティングを行い、学生が感じている不統一部分を洗い

出し教官会議で協議し結果を学生に周知した。
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（中期目標）

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（１）教育の質の向上

② 操縦演習において追加教育制度の導入を図ること。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項を達成するため

とるべき措置

（１）教育の質の向上

② 操縦技量進度の遅れた学生に対して、単発事業用課程、多発・計器課程のそれぞれ

において最大１０時間の追加教育を実施する。

① 実績値及び取組み

・ 操縦演習において追加教育制度を１３年度から導入し、事業用課程、多発・計器課程

それぞれ最大１０時間の追加教育が実施できることとした。

・ １５年度まで追加教育は審査不合格となった時点で実施していたが、１６年度からは

審査前においても実施できることとした。

・ １７年度からシラバスをブロック化し、課程の途中でブロック毎に設けた到達基準に

満たない技量の学生に追加教育を実施するなど、実施基準の明確化と効果的な教育を目

指し制度改革を行った。

・ 追加教育の実施方法については、第１期中期において検討を重ねた結果、第２期中期

においてはシラバス時間の２０％を上限に実施することとした。

追加教育実績

追加教育実績 15年度 16年度 17年度

単発事業用課程： 23.5時間 → 66.8時間 → 117.8時間

多発・計器課程： 151.2時間 → 151.1時間 → 125.6時間

成績推移

15年度 16年度 17年度

単発事業用課程 81.46ポイント → 82.25ポイント →82.13ポイント

多発・計器課程 81.77ポイント → 83.20ポイント →85.50ポイント
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③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

・成績比較

単発事業用課程 単位：ポイント

１５年度 １６年度 １７年度

４８回Ⅲ期 ８１．０ ４９回Ⅲ期 ８２．１ ５０回Ⅲ期 ８０．８

４９回Ⅰ期 ８１．１ ４９回Ⅳ期 ８２．０ ５０回Ⅳ期 ８２．８

４９回Ⅱ期 ８２．３ ５０回Ⅰ期 ８２．２ ５１回Ⅰ期 ８２．８

５０回Ⅱ期 ８２．７ ５１回Ⅱ期 ８２．０

平均 ８１．４６ 平均 ８２．２５ 平均 ８２．１６

多発・計器課程 単位：ポイント

１５年度 １６年度 １７年度

４８回Ⅰ期 ８１．１ ４９回Ⅰ期 ８５．４ ５０回Ⅰ期 ８３.７

４８回Ⅱ期 ８１．３ ４９回Ⅱ期 ８２．８ ５０回Ⅱ期 ８８.８

４８回Ⅲ期 ８２．９ ４９回Ⅲ期 ８２．２ ５０回Ⅲ期 ８２.３

４９回Ⅳ期 ８２．４ ５０回Ⅳ期 ８７.２

平均 ８１．７７ 平均 ８３．２０ 平均 ８５.５０

・ 追加教育の実施方法については更なる見直しを行い、１８年度からはシラバス時間

の２０％を上限に実施することとした。
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（中期目標）

３．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項

（１）教育の質の向上

③ 教育機材及び教育施設並びに生活環境の充実を図ること。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項を達成す

るためとるべき措置

（１）教育の質の向上

③ コンピューター等を用いた教育機材の充実及び教育施設の整備を図るととも

に、学生寮を整備改修し、自主学習環境を改善する。

また、既存の気象 FAX受信装置及び気象データ受信装置を飛行場内気象情報
提供装置に代え性能向上を図るとともに、庁舎内等に端末を設置し、気象情

報入手の利便性を高める。

① 中期目標期間における取組み及び次期中期目標期間における見通し

教育機材及び教育施設の充実を図るとともに学習効率を向上させるため自主学習の

環境整備を行い、学生に対して自学自習を啓発した。

また、飛行場内気象情報提供装置を設置し、必要な時に庁舎内等の各端末からも気

象情報が入手できるような環境を整備した。

13年度 本校学生寮端末室整備

本校、帯広分校にCPT各１台配備（CPT:Cockpit Procedure Trainer）

「単発訓練機システム」のＣＢＴ教材作製に着手

(CBT:Computer Based Training system)

気象情報提供装置の整備に着手

本校教室の一部を視聴覚化

14年度 本校学生寮自習室整備

本校にCPT１台増設

「単発訓練機システム」のＣＢＴ教材作製完了

気象情報提供装置の整備完了

本校教室の視聴覚化完了

15年度 「航空交通管制」のＣＢＴ教材作製

教育管理システムの構築

帯広分校教室の視聴覚化

16年度 「計器飛行」のＣＢＴ教材作製

多発・計器課程の「操縦法」のＶＴＲ教材作製
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教育管理システムを自主学習管理に活用

仙台分校教室の視聴覚化

17年度 「訓練コース周辺の不時着適地」などのＶＴＲ教材作製

航空英語能力検定制度導入に対応した語学実習装置の更新計画の策定

（中期目標）

３．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項

（１） 教育の質の向上

④ 資質の高い学生を確保するため、受験資格を拡大するとともに、より一層の広報

活動を行い、毎年５７０名の受験者の確保に努めること。

また、適切な学内機関を設け、入学試験制度全般の検討を進めること。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項を達成するた

めとるべき措置

（１） 教育の質の向上

④ 資質の高い学生の確保

イ． 入学受験資格の検討、国の身体検査基準の見直しの出願に係る身体要件への反

映とあわせ、一層の広報活動を行うことにより受験希望者の確保に努める。

ロ． 入学試験制度のあり方検討委員会を設け、学力試験及び適性試験について追跡

調査と検討を行う。あわせて内外の情報を収集し、入学試験制度全般について

検討を進める。

① 実績値及び取組み

（実績値）

イ 受験者数は、入学受験資格の拡大、身体要件の緩和及び広報活動の拡充を図ったこと

により、１５年度以降は目標値である５７０名を大幅に超え（３ヶ年平均６３５名）、

資質の高い学生を幅広く確保することができた。

受験年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

目標値 ５７０名 ５７０名 ５７０名 ５７０名 ５７０名

受験者数 ４６２名 ４７８名 ６５８名 ６１５名 ６３２名

差 －１０８名 －９２名 ＋８８名 ＋４５名 ＋６２名

目標達成度 ８１％ ８４％ １１５％ １０８％ １１１％
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（取組み内容）

イ 入学受験資格の拡大及び広報活動の拡充

１．入学受験資格の拡大及び身体要件の緩和

１）専門学校を修了し専門士称号取得者を受験資格へ追加。 （１３年度）

２）国の航空機乗組員身体検査基準の改正に伴い、入学試験の身体要件を緩和。

・矯正眼鏡使用時の裸眼視力の基準を緩和 （１３年度）

・体重及び握力要件の撤廃 （１４年度）

２．広報活動の拡充

１）主要都市圏内の大学の進路担当者に直接面談し、入学募集の説明を行い、学生募集

要項の配付及び募集用ポスターの掲示を依頼

（１４年度より開始、毎年約３０校）

２）近隣の学校、県庁、市役所及び公立図書館ほか公共施設等への学生募集要項配付

及び募集用ポスターの掲示依頼 （１４年度より開始、毎年約２００箇所）

３）全国の大学（国立・公立・私立）、高等専門学校等への学生募集用ポスター等郵送

配付 （１３年度より開始、毎年約３０００箇所）

４）航空雑誌への広告及び航空機操縦士養成振興協会による大手航空会社機内誌への

広告掲載 （１４年度より開始、航空会社２社）

５）全国のＮＨＫ放送局メディア関係者に学生募集の情報を提供しての広報依頼

（１３年度より開始）

６）当校ホームページ公開による航空大学校紹介及び学生募集要項掲載

（１３年度より開始 ＨＰのアクセス数１ヶ月平均２７、０００件）

７）入学式等のテレビ放映及び新聞掲載等の協力依頼 （１３年度より開始）

ロ 入学試験制度の検討

学内に入学試験制度のあり方を検討する委員会を設け、国内外の乗員訓練所等（国

外：ノースダコタ大学、ＪＡＬ・ＡＮＡ指定養成施設 ／国内：東海大学、エアフラ

イトジャパン、防衛庁）に出向き試験制度に関する情報を収集し、学科試験及び適性

試験を含む入学試験制度全般について調査・検討を行った。

また、５ヶ年にわたって学科試験及び適性試験と入学後の成績について追跡調査を

行った結果、入学試験の成績と宮崎座学課程との間には有意な相関が見られたが、そ

の他の課程との間には有意な相関は殆ど見られなかった。

なお、試験方法については以下のとおり順次改善した。

１．第１次試験（筆記試験）

１）筆記による総合適性検査を導入し、受験者の操縦士としての適性を総合的に判断

した。 （１７年度）

２．第２次試験（身体検査）
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１）矯正眼鏡使用時の裸眼視力の基準を緩和した。 （１３年度）

２）握力・体重の基準を撤廃した。 （１４年度）

３．第３次試験（操縦適性検査及び面接）

１）飛行訓練装置を使用した操縦適性検査における負荷試験の難易度を高め、資質の

高い学生の確保に努めた。 （１４年度）

２）操縦適性検査の試験時間を短縮し、試験の所要日数を減らしたことにより、受験

者の負担を軽減した。 （１４年度）

３）個人面接を集団討論面接へ変更し、新たに操縦士として必要な協調性、リーダー

シップを追加し評定した。 （１６年度）

② その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

○就職率 18.3月末現在

卒業年度 (平成) 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

新卒就職率(％) 80.2 79.8 68.2 49.4 35.4 58.0 72.9 82.5 64.6 82.5 84.1

就 職 率(％) 95.6 92.6 93.2 84.3 93.9 98.6 98.3 100 100 98.2 95.2

※就職率は、新卒者と既卒者を含む。
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（中期目標）

３．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項

（１） 教育の質の向上

⑤ 安定的な航空輸送を確保するために年間の学生養成数を７２名とするこ

と。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項を達成す

るためにとるべき措置

（１） 教育の質の向上

⑤ ３期制から４期制に変更することにより、人員、機材の最適な活用を行

い、年間の学生養成数を７２名とする。

① 実績値及び取組み

（実績値）

年間の学生養成数は、１４年度を除き目標数を確保した。

なお、１４年度は予想外の入学辞退者が発生したため、目標数を下回った。

入 学 年 度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

目 標 数 ５４名 ７２名 ７２名 ７２名 ７２名

入学辞退者 ３名 ８名 １名 ４名 ２名

実績値(入学者) ５４名 ６５名 ７２名 ７２名 ７２名

目標達成度 １００％ ９０％ １００％ １００％ １００％

※１３年度は３クラス５４名としている。

（取組み内容）

従来の３期制（年３回入学）から４期制（年４回入学）に変更し、且つ独立行政

法人への移行にあたり予め人員配置の見直し及び多数の使用機材（実機）の整理を

行い、移行後もその最適な活用を図ることにより、年間７２名が養成できる教育環

境を整えた。
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②その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

人員と訓練機材

年 度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

人 員 １６０名 １２５名 １２６名 １２６名 １２５名 １２４名 １２５名

機 材 ４６機 ３４機 ３２機 ３１機 ２９機 ２９機 ２８機

※人員は定員数。

※機材は飛行機の単発機及び多発機の合計機数。（回転翼航空機は除く。）

（中期目標）

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（１）教育の質の向上

⑥ その他行政のために必要な業務として国の操縦職員に対する訓練を実施す

ること。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置

（１）教育の質の向上

⑥ 国土交通省の操縦職員の技量保持訓練、資格取得訓練に対して適切に対応

する。

① 中期目標期間における取組み及び次期中期目標期間における見通し

・ 第１期中期期間内において国土交通省の操縦職員の技量保持訓練及び資格取得

訓練を適切に実施した。

技量保持訓練 延べ４５名

資格取得訓練 延べ ５名
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③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

・ 国土交通省航空局操縦職員（試験官）の技量保持訓練は、小型機を使用して試験業務

を実施するうえで必要な知識及び能力を保持させるため、航空大学校において委託を受

けて実施している。（なお、大型機に対する国土交通省航空局操縦職員の技量保持訓練

は、航空運送事業者の模擬飛行装置を使用して行っている。）又、操縦教育証明、計器飛

行証明を有していない者についても航空大学校において委託を受けて実施している。

（中期目標）

３．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項

（２）航空安全に係る教育の充実

航空事故・重大インシデントの発生を未然に防止することは、航空安全行

政の重要な課題であり、大学校においても以下の事項を行うことにより安全

運航の確保を図ること。

① 学生に対する安全教育の充実のため、安全教育を訓練初期から実施し、遵法

精神を含む安全意識を定着させるとともに、訓練機システムの理解を深め操

作手順との整合性を図ること。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項を達成

するためとるべき措置

（２）航空安全に係る教育の充実

① 学生に対する安全教育を飛行訓練に移行する前から開始する。過去の事故例

から航空事故と人的要素の関わり等を教示するなど、航空安全についての教

育を飛行訓練開始前に２０時間、飛行訓練開始後２０時間実施する。

① 実績値及び取組み

・ 航空安全についての教育を飛行訓練開始前に２０時間、飛行訓練開始後に２０時

間実施し安全意識の定着を図った。

・ 飛行訓練開始前の実機による緊急脱出訓練を充実させるとともに、航空機システ

ムが事故に関係した過去の事故例を取り入れた安全教育を推進した。

また、学生が過去の事故例を分析して自ら発表するなどの教育方法も取り入れ

た。
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③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

安全教育

・帯広・宮崎共通 １５年７月１１日の事故後において改訂された非常操作手順、運航

規程の関連事項の一層の定着をはかるべく日常の教育訓練を引き続き

実施した。また、事故後作成した不時着マップにより不時着場選定

を具体的に教育した。

学生訓練実施要領は委員会形式の活動により、日常的に内容の検討

及び改訂作業を実施した。

・宮崎学科課程 帯広フライト課程に進級する前に、航空機搭乗員として不可欠な安全

上の基本事項について教授している。特に非常脱出訓練においては、

実際の機材を用い、全員に機体格納庫内にて体験させた。

・帯広フライト課程 単発機の宿命とも言うべき不時着操作について、一連の手順を理解、

定着させると共に、不時着適地の判断、不時着に至るまでの具体的な

飛行経路と機体制御の重要性を中心に教授した。

（中期目標）

３．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項

（２）航空安全に係る教育の充実

② 教官の安全意識の向上のため、外部講師等による安全教育及び教官の意見交

換を定期的に行うこと。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項を達成す

るためとるべき措置

（２）航空安全に係る教育の充実

② 学識経験者、航空事故調査官等の外部講師による教官への安全教育を毎年１

回、教官相互の意見交換を毎月１回実施する。



- 24 -

① 実績値及び取組み

② 外部講師による安全教育

実科教官全員に対し、外部講師による安全教育を毎年１回実施した。

また、教官相互の安全に関する意見交換を毎月１回以上実施した。

（中期目標）

３．国民に対して提供するサ－ビスその他業務の質の向上に関する事項

（２）航空安全に係る教育の充実

③ 訓練機材の品質の向上を図るため、整備従事者にヒュ－マンファクタ－教育

を行い、整備従事者の資質を向上させ、整備作業における人為的エラ－を排

除することにより年間飛行阻害率を３％以下とすること。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサ－ビスその他の業務の質の向上に関する事項を達成す

るためとるべき措置

（２）航空安全に係る教育の充実

③ 整備従事者に対して定期的にヒュ－マンファクタ－教育を実施するととも

に、ヒヤリハット等の事例の掲示等を行い、人為的エラ－を排除することに

より訓練機材の品質を向上し、年間飛行阻害率を３％以下とする。

① 実績値及び取組み

以下により、各年度の年間飛行阻害率は３％以下となり、中期目標を達成した。

・整備請負会社において、品質保証部認定の社員により、宮崎、仙台、帯広各事業

所の整備従事者にヒュ－マンファクタ－教育及び安全教育を実施させた。

・航空大学校の整備課職員が、日本航空技術協会が主催するヒュ－マンファクタ

－、同リカレント及び「内部品質監査」のセミナーを受講した。受講内容（ヒュ

－マンファクタ－の基礎、ヒューマンエラーの予防と再発防止の実践及び内部監

査の目的等）を、各校の整備課職員に周知し、安全意識の向上を図った。
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・運航及び整備関係者が自由に閲覧できるヒヤリハット掲示板のホ－ムペ－ジを継

続して開設し、人為的エラ－防止のための安全意識の高揚に役立てた。

年間飛行阻害率

中期目標 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度

３％以下 全校３％以下 全校３％以下 全校３％以下 全校３％以下 全校３％以下

平均２．６％ 平均１．６％ 平均２．４％ 平均２．１％ 平均２．６％

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

・ 航空機事故・インシデント全体に対する整備のヒューマン・ファクター関与事例

の割合

ICAO Human Factors Training Manualの資料によると、１９５９年から１９

８３年までに起きた９３件の世界の主要航空機事故の詳細な解析の結果、整

備及び点検に関連した事故は全体の１２％であり、また、２０００年に行われ

た第１４回 Human Factors in Aviation Maintenance SymposiumでのNTSBの

報告によるとNTSBが調査した最近の１４件の大型航空機事故のうち、整備が関

連した事故は７件であった。

※航空輸送技術研究センター 航空におけるヒューマン・ファクターに係わる調

査・研究委員会 整備分科会報告書による。

（中期目標）

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（３）他機関との有機的連携

運航管理業務の実施にあたって、関係機関との一層の連携を図り、訓練飛

行の運航支援においては、的確な運航情報を入手して、運航管理業務の質の

向上に努めること。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（３）他機関との有機的連携

関係機関と密接な連携を図り、一層の連絡、調整を行いながら、訓練機に

対し適切な情報提供を行うことにより、運航管理業務・運航支援業務の質の

向上に努める。
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① 中期目標期間における取組み及び次期中期目標期間における見通し

・ 航空機の運航を支援する目的で整備された千歳、仙台、福岡及び鹿児島の各飛行

援助センターの運用開始に伴い、運航関係業務処理手順及び空地通信の使用方法等

の変更について、航空大学校訓練機の訓練が円滑に実施できるように、各関係の飛

行援助センター及び空港事務所と調整を行った。

・ 民間訓練／試験空域の管理機関が航空交通流管理センター（１７年１０月１日に

航空交通管理センターに組織名変更）へ移管されたことに伴い空域が再編された

が、航空大学校訓練機が支障なく訓練ができるように航空局の各関係機関と調整を

行った。

（中期目標）

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（４）成果の活用・普及

① 教育の質の向上に資する研究を充実させるため、教育手法及び評価法に関す

る調査・研究、国内外諸施設の実態調査及び国際基準の調査・研究を実施

し、その研究成果を教育に反映させること。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

（４）成果の活用・普及

① 教育の質の向上、効率化を図るため、以下の調査・研究を実施し、その研究

成果を教育に反映させ、乗員養成の社会的ニーズに対応させる。

イ．小型航空機の運航に関する基礎的研究

ロ．座学及びフライト課程における標準的な教育内容・手法及びその評価法に

関する調査・研究

ハ．国内の指定養成施設及び海外の主要乗員養成機関等を対象に民間操縦士養

成に関する実態調査・研究

ニ．乗員養成の基礎訓練課程における国際民間航空機関(ICAO)等の国際基準の
調査・研究
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① 中期目標期間における取組み及び次期中期目標期間における見通し

第１期中期計画に基づき、調査研究活動を実施した。概要については以下のとおりであ

る。

イ 小型航空機の運航に関する基礎的研究として、以下の通り訓練機の飛行特性に関わ

る研究を中心に進めた。成果は日本航空宇宙学会や「航空大学校研究報告」等で発

表した。

・ＤＧＰＳによる小型航空機位置精密測定システムの構築

・着氷気象状態が多発機飛行特性に及ぼす影響

・多発訓練機のレベルオフ操作

・多発訓練機の片発不作動時の操縦要領

・多発訓練機の上昇性能

・釣り合い旋回におけるラダー操作量

・航空機の騒音計測システムの構築と解析

ロ 座学及びフライト課程における標準的な教育内容・手法及びその評価法に関する調

査・研究として、航空英語に関わる教育手法を中心に以下の通り進めた。成果は大

学英語教育学会や「航空大学校研究報告」等で発表した。

・英語教育システム（ＣＡＬＬシステム）の教育効果

・航空英語教育における能力評価法

・航空英語の教育手法

・不時着訓練における教育手法

ハ 民間操縦士養成に関する実態調査・研究については以下の機関を対象に実施した。

・ＪＡＬ，ＡＮＡの東京及び米国の乗員訓練所

・ＡＦＪ長崎訓練所

・海上自衛隊小月飛行教育隊

・航空自衛隊防府飛行教育隊

・航空自衛隊航空医学実験隊

・ノースダコタ大学航空宇宙学部航空操縦学科

ニ ＩＣＡＯをはじめとする乗員養成基礎課程に関わる国際基準等について調査を行い

第２期中期計画における教育体制再編案を策定した。
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② その他適切な評価を行う上で参考と成り得る情報

・「小型航空機の運航に関する研究」の主要テーマの概要

○ ＤＧＰＳ（Differential GrobalPositioning System：差動型汎地球測位システム）に
よる小型機位置精密測定システムについての研究

ＧＰＳは人工衛星を用いた、位置測定システムであり、自動車や航空機の位置把握

に広く利用されている。

今年度はこれまで継続して進めてきた基礎研究の結果につき最終的な検証を行うと

共に、本システムの実用化に向け、新たな機上装置２台を製作した。

また、航空無線を使った実用化試験に備え、実験局の申請を熊本電気通信監理局に

行い、現在審査中である。認可を受けた段階で遠隔地における機上試験を開始し実用

研究の段階を迎えることとなる。
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（中期目標）

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（４）成果の活用・普及

② 航空思想の普及、啓発のための行事を開催すること。

（中期計画）

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置

（４）成果の活用・普及

② 従来から実施している「空の日」行事の他に地域の教育委員会等との調整を行

い校外学習の一環として小・中・高生を対象とした「航空教室」を年間４回程

度開催するとともに、あわせて地域住民への航空思想の普及、啓発を図るため

市民航空講座を年間２回程度実施する。

① 実績値及び取組み

宮崎、帯広、仙台の３校において、「空の日」行事に加え「航空教室」を年間４回程

度、「市民航空講座」を２回程度実施し、航空思想の普及、啓発に努めた。

年度計画に基づき、以下のとおり実施した。

年度 １３ １４ １５ １６ １７

宮崎本校 航空教室 ４回 ６回 ４回 ４回 ４回

市民航空講座 ２回 ３回 ２回 ２回 ２回

帯広分校 航空教室 ２回 ３回 ４回 ４回 ５回

市民航空講座 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回

仙台分校 航空教室 ４回 ８回 ４回 ４回 ６回

市民航空講座 ２回 ２回 ２回 ２回 ３回
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４．財務内容の改善に関する事項

（中期目標）

４．財務内容の改善に関する事項

運営費交付金を充当して行う事業については、「２ 業務運営の効率化に関する事

項」で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し当該予算による運営を行

うこと。

（中期計画）

３．予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

（１）予算 別紙１のとおり

（２）収支計画 別紙２のとおり

（３）資金計画 別紙３のとおり

① 実績値及び取組み

別紙１．２．３のとおり
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別紙１ 1/3

予算（一般勘定）

（単位：百万円）

区 分 計画額 予算額 実績額

収 入

運営費交付金 14,946 14,601 14,601

施設整備費補助金 699 646 539

業務収入 574 574 649

計 16,219 15,821 15,789

支 出

業務経費 6,806 6,780 6,278

教育経費 6,806 6,780 6,278

人件費 7,333 7,047 6,646

施設整備費 699 646 539

一般管理費 1,381 1,348 1,334

計 16,219 15,821 14,797

※運営費交付金は運営費交付金債務充当額を含む。

【人件費の見積り】

年度中総額5,547百万円を支出する。

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及

び機関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。
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別紙１ 2/3

予算（空港整備勘定）

（単価：百万円）

区 分 計画額 予算額 実績額

収 入

運営費交付金 591 595 595

計 591 595 595

支 出

人件費 440 447 420

一般管理費 151 148 146

計 591 595 566

※運営費交付金は運営費交付金債務充当額を含む。

【人件費の見積り】

年度中総額399百万円を支出する。

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及

び機関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。
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別紙１ 3/3

予算（ 総 計 ）

（単位：百万円）

区 分 計画額 予算額 実績額

収 入

運営費交付金 15,537 15,196 15,196

施設整備費補助金 699 646 539

業務収入 574 574 649

計 16,810 16,416 16,384

支 出

業務経費 6,806 6,780 6,278

教育経費 6,806 6,780 6,278

人件費 7,773 7,494 7,066

施設整備費 699 646 539

一般管理費 1,532 1,496 1,480

計 16,810 16,416 15,363

※運営費交付金は運営費交付金債務充当額を含む。

【人件費の見積り】

年度中総額5,946百万円を支出する。

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及

び機関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。
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別紙２ 1/3

収支計画（一般勘定）

（単位：百万円）

区 分 計画額 予算額 実績額

費用の部 15,572 15,261 14,651

経常費用 15,572 15,261 14,278

一般管理費 4,776 4,444 3,489

減価償却費 52 88 121

教育経費 10,744 10,729 10,668

財務費用 0 0 2

臨時損失 0 0 371

収益の部 15,572 15,261 15,266

運営費交付金収益 14,946 14,599 13,330

施設費収益 0 0 174

手数料収入 0 0 0

業務収入 574 574 560

資産見返運営費交付金戻入 0 36 173

資産見返物品受贈額戻入 52 52 159

雑益 0 0 20

臨時利益 0 0 850

純利益 0 0 615

目的積立金取崩額 0 0 0

総利益 0 0 615

※運営費交付金収益は運営費交付金債務充当額を含む。

【 注 記 】

退職手当については、国家公務員退職手当法に基づいて支給することとなるが、その金額に

ついて運営費交付金を財源とするものと想定している。
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別紙２ 2/3

収支計画（空港整備特別勘定）

（単位：百万円）

区 分 計画額 予算額 実績額

費用の部 597 607 585

経常費用 597 607 555

一般管理費 591 595 540

減価償却費 6 12 15

教育経費 0 0 0

財務費用 0 0 0

臨時損失 0 0 30

収益の部 597 607 606

運営費交付金収益 591 595 541

施設費収益 0 0 0

手数料収入 0 0 0

業務収入 0 0 0

資産見返運営費交付金戻入 0 6 8

資産見返物品受贈額戻入 6 6 7

雑益 0 0 0

臨時利益 0 0 50

純利益 0 0 21

目的積立金取崩額 0 0 0

総利益 0 0 21

※運営費交付金収益は運営費交付金債務充当額を含む。

【 注 記 】

退職手当については、国家公務員退職手当法に基づいて支給することとなるが、その金額に

ついて運営費交付金を財源とするものと想定している。
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別紙２ 3/3

収支計画（ 総 計 ）

（単位：百万円）

区 分 計画額 予算額 実績額

費用の部 16,169 15,868 15,236

経常費用 16,169 15,868 14,833

一般管理費 5,367 5,039 4,029

減価償却費 58 100 136

教育経費 10,744 10,729 10,668

財務費用 0 0 2

臨時損失 0 0 401

収益の部 16,169 15,868 15,872

運営費交付金収益 15,537 15,194 13,871

施設費収益 0 0 174

手数料収入 0 0 0

業務収入 574 574 560

資産見返運営費交付金戻入 0 42 181

資産見返物品受贈額戻入 58 58 166

雑益 0 0 20

臨時利益 0 0 900

純利益 0 0 636

目的積立金取崩額 0 0 0

総利益 0 0 636

※運営費交付金収益は運営費交付金債務充当額を含む。

【 注 記 】

退職手当については、国家公務員退職手当法に基づいて支給することとなるが、その金額に

ついて運営費交付金を財源とするものと想定している。
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別紙３ 1/3

資金計画（一般勘定 ）

（ 単位：百万円）

区 分 計画額 予算額 実績額

資金支出 16,219 15,821 14,413

業務活動による支出 15,520 15,175 13,987

投資活動による支出 699 646 397

財務活動による支出 0 0 29

次期中期目標の期間への繰越金 0 0 0

資金収入 16,219 15,821 15,373

業務活動による収入 15,520 15,175 14,860

運営費交付金による収入 14,946 14,601 14,247

業務収入 574 574 554

その他収入 0 0 59

投資活動による収入 699 646 513

施設整備補助金による収入 699 646 489

その他の収入 0 0 24

財務活動による収入 0 0 0

※運営費交付金による収入は運営費交付金債務充当額を含む。
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別紙３ 2/3

資金計画（空港整備勘定 ）

（ 単位：百万円）

区 分 計画額 予算額 実績額

資金支出 591 595 559

業務活動による支出 591 595 540

投資活動による支出 0 0 19

財務活動による支出 0 0 0

次期中期目標の期間への繰越金 0 0 0

資金収入 591 595 587

業務活動による収入 591 595 587

運営費交付金による収入 591 595 587

業務収入 0 0 0

その他収入 0 0 0

投資活動による収入 0 0 0

施設整備費補助金による収入 0 0 0

その他の収入 0 0 0

財務活動による収入 0 0 0

※運営費交付金による収入は運営費交付金債務充当額を含む。
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別紙３ 3/3

資金計画（ 総 計 ）

（単位：百万円）

区 分 計画額 予算額 実績額

資金支出 16,810 16,416 14,972

業務活動による支出 16,111 15,770 14,527

投資活動による支出 699 646 416

財務活動による支出 0 0 29

次期中期目標の期間への繰越金 0 0 0

資金収入 16,810 16,416 15,960

業務活動による収入 16,111 15,770 15,447

運営費交付金による収入 15,537 15,196 14,834

業務収入 574 574 554

その他収入 0 0 59

投資活動による収入 699 646 513

施設整備費補助金による収入 699 646 489

その他の収入 0 0 24

財務活動による収入 0 0 0

※運営費交付金による収入は運営費交付金債務充当額を含む。
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（中期目標）

４．財務内容の改善に関する事項

運営費交付金を充当して行う事業については、「２ 業務運営の効率化に関す

る事項」で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し当該予算による

運営を行うこと。

（中期計画）

４．短期借入金の限度額

予見し難い事故等の事由により、資金不足となる場合における短期借入金の限

度額は、５００百万円とする。（ただし、一般勘定４８０百万円、空港整備勘定

２０百万円とする。

① 実績値及び取組み

第１期中期期間中は短期借入を行わなかった。

（中期目標）

４．財務内容の改善に関する事項

運営費交付金を充当して行う事業については、「２ 業務運営の効率化に関す

る事項」で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し当該予算による

運営を行うこと。

（中期計画）

５．重要な財産処分等に関する計画

① 実績値及び取組み

第１期中期期間中は重要な財産の処分等はなかった。
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（中期目標）

４．財務内容の改善に関する事項

運営費交付金を充当して行う事業については、「２ 業務運営の効率化に関す

る事項」で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し当該予算による

運営を行うこと。

（中期計画）

６．剰余金の使途

・空港整備事業に係る剰余金の使途

運航管理業務の充実を図るための業務支援機器の購入

・空港整備事業以外の事業に係る剰余金の使途

入学希望者数の増加策に要する費用

養成の向上に資する調査・研究の実施

効果的な養成を行うための教育機材の購入

① 実績値及び取組み

該当無し

５．その他業務運営に関する重要事項

（中期目標）

５．その他業務運営に関する重要事項

（１）施設及び設備の整備

大学校の目的の確実な達成のため、必要となる施設及び設備に関する

整備計画を策定すること。

（中期計画）

７．その他主務省令で定める業務運営に関する事項

（１）施設及び設備に関する計画

① 中期目標期間における取組み及び次期中期目標期間における見通し

各年度において、計画どおりに各種整備を実施し教育環境の充実、利便性の向上を図った。
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（中期目標）

５．その他業務運営に関する重要事項

（２）人事に関する計画

業務運営の効率化を図ることにより、計画的な人員の抑制を図ること。

（中期計画）

７－（２）人事に関する計画

① 定年退職を迎える教官については後補充を基本とするが、教育の質の維持

を前提として、一部外部講師等の活用を図る。

② 人事に関する指標

イ．多数の教官の定年退職が見込まれているが、業務の効率化により訓練定

員を設けることなく対応を行う等、人員増を抑制する。

ロ．期末の常勤職員数を期初の９９％（△１名）とする。

中期計画の別紙５のとおり

① 実績値及び取組み

・ 第１期中期期間で延べ１１名の実科教官が定年退職した。その際、首席・次

席教官、非常勤講師を活用し、訓練定員を設けることなく対応することにより

人件費及び人員増を抑制した。

・ 期初常勤職員数１２３名に対し、期末常勤職員数１２２名と１名減となり中

期計画を達成した。


